
資料１ 

令和７年度(第５回) 大分県道路メンテナンス会議 

◇日時： 令和 ７年１１月２７日(木)13時 30分

◇場所： 大分河川国道事務所・別館２階会議室

議 事  次  第

１．開  会 

２．挨  拶   大分県道路メンテナンス会議 会長 

３．議  事 

Ⅰ．点検実施状況及び修繕着手等の状況 

１）道路メンテナンスの点検修繕実施状況と課題について

① 道路メンテナンスに関する取り組みの経緯

② 橋梁、トンネル等の修繕等措置の実施状況≪全国≫

③ 判定区分Ⅳの橋梁の措置状況＜全国＞

④ 個別施設計画の策定状況≪全国≫

⑤ 点検実施者の保有資格の状況≪全国≫

２）九州・大分県の点検実施状況及び修繕着手率

① 橋梁、トンネル等の点検実施状況・判定区分

② 橋梁、トンネル等の修繕等措置の実施状況

Ⅱ．点検及び修繕率向上に向けた自治体支援について 

１）点検及び修繕率向上に向けた自治体支援について

① 道路メンテナンス事業補助制度・優先的な支援

２）九州地方整備局の自治体支援

① 直轄診断・修繕代行（呼子大橋・天大橋・樋島大橋）

② 溝橋、点検支援技術講習会

４．意見交換 

５．閉  会 
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令和７年度（第５回）「大分県道路メンテナンス会議」（本会議）・　跨道橋連絡会議　　出席者

役職等 氏　名 出席 担当部課・役職 氏　名 出席 役　職 氏　名 役　職 氏　名 跨道橋
道路
鉄道

技術
検討

地下
占用物

副会長
国土交通省　九州地方整備局
佐伯河川国道事務所

事務所長 峰　　潔毅 ● 技術副所長 谷口　康宏 ○ ○ ○ ○

副会長
西日本高速道路（株）九州支社
大分高速道路事務所

事務所長 立木　英明 ✕ 副所長 横尾　和彦 統括課長 濱崎　貴志 ○ ○ ○ ○

副会長
大分県　土木建築部
道路保全課

道路保全課長 北野　善隆 ● 参事（総括） 柳井　昭紀 ○ ○ ○ ○★

委　員 大分市 土木建築部長 小野　晃正 ✕ 土木建築部　土木管理課長 ✕ 土木管理課　技師 石本　寬陽 △ ○ ○ ○★

委　員 別府市 建設部長 山内　佳久 ● 建設部　都市整備課長 ✕ 都市整備課　主査 時枝　　徹 △ ○ ○ ○★

委　員 中津市 建設部長 門脇　隆二 ✕ 商工農林水産部　耕地課長 河野　　誠 ● 建設土木課長 江河　和祐
建設土木課　主幹(総括)
建設土木課　主幹(総括)

村上　隆弘
藤田　礼示

★ ○ ○ ○★

委　員 日田市 土木建築部長 大友　得央 ✕ 土木建築部　土木課長 ✕ 土木課　主査 松本健太郎 土木課　技師 井上　龍己 △ ○ ○ ○★

委　員 佐伯市 建設部長 武田　哲寿 ✕ 建設部　用地管理課長 ✕ 建設課　課長補佐 大畑　　郁 △ ○ ○ ○★

委　員 臼杵市 建設課長 小坂　郡師 ● 総括課長代理 廣田　弘幸 ○ ○ ○ ○★

委　員 津久見市 土木管理課長 神河　悦史 ✕ 土木管理課　主幹（総括） 加茂　弘敏 土木管理課　主査 宮子　雄太 ○ ○ ○ ○★

委　員 竹田市 建設課長 大塚　幸治 ● ○ ○ ○ ○★

委　員 豊後高田市 建設課長 馬場　政年 ✕ 建設課　主事 常廣　昂生 ○ ○★

委　員 杵築市 建設課長 太田酉一朗 ✕ 建設課　主幹 口羽　創平 建設課　主査 末弘　幸稔 ○ ○ ○ ○★

委　員 宇佐市 建設水道部長 井元　誠二 ✕ 建設水道部　土木課長 川上　公平
重複
出席

建設水道部土木課
土木課長

川上　公平
土木課
道路維持係主幹（総括）

大友　孝史 △ ○ ○ ○

委　員 豊後大野市 建設課長 高橋　欣也 ✕ 財政課長 ✕ 建設課　参事 佐藤　康宏 ★ ○ ○ ○★

委　員 由布市 建設課長 衛藤　　武 ● 副主幹 後藤　勇治 ○ ○ ○ ○★

委　員 国東市 建設課長 鹿上　智宏 ● ○ ○ ○★

委　員 姫島村 建設課長 奥　　俊二 ● ○ ○★

委　員 日出町 都市建設課長 藤井　英明 ✕
都市建設課
課長補佐兼係長

浅田　隆宜 都市建設課　技師 竹林　　凌 ○ ○ ○ ○★

委　員 九重町 建設課長 梅木　紀利 ● 建設課　リーダー 五十川　宏 ○ ○ ○ ○

委　員 玖珠町 建設水道課長 志津里　薫 ● 会計課長 神田　裕一 ✕ 建設水道課　主任技師 浅野　雄哉 ★ ○ ○ ○

公益財団法人
大分県建設技術センター

技術部長 宇佐野玄太 ●
技術部
技幹兼技術支援推進室長

鷲見　孝明 ○ ○

九州旅客鉄道（株）
建設工事部　施設課

担当課長 桑原　大亮 ○

道路鉄道
連絡会議

国土交通省　九州運輸局
鉄道部　技術・防災課

技術・防災課長 松尾信一郎 ○

国土交通省
九州地方整備局　道路部（ＭＣ）

道路保全企画官 鍬　　淳司 ✕ 道路管理課（ＭＣ）技官 那須　　花 ○ ○ ○ ○

国土交通省
九州地方整備局　道路部

地域道路調整官 永田　哲也 ✕ 地域道路課　課長補佐 岸川　　修 地域道路課　技官 川崎　裕大 ○ ○ ○ ○

国土交通省　九州地方整備局
九州道路メンテナンスセンター

センター長 寺尾幸太郎 ● 技術第一課　技官 大橋　広暉 ○ ○ ○ ○

伊藤　直哉 ● 保全対策官 平山　絹一

平川　範貴 ● 保全対策官 中村真一郎

今村　直人

橋本　朗雄 ● 防災・保全班　技師 釘宮　泰大

2025年11月27日

○
技術副所長
総括保全対策官

古原　正人
濱　　功一

○ ○

（専門部会（○委員が重複）
（△同部署・★他部署）

○

委員の代理出席 随行者等

オブ
ザーバー

整備局

事務局

国土交通省九州地方整備局　大分河川国道事務所　道路管理第二課　課長

国土交通省九州地方整備局　佐伯河川国道事務所　道路管理課 課長

西日本高速道路（株）九州支社　大分高速道路事務所

大分県　土木建築部　道路保全課　主幹（総括）

国土交通省九州地方整備局　延岡河川国道事務所　道路管理課 課長

委　員

●

跨道橋（法定外）の管理者

会　長
国土交通省　九州地方整備局
大分河川国道事務所

事務所長 谷川　征嗣

　所　属
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令和7年11月27日（木）

★ 会場係

◎ ●

【随行】 【委員】 【委員】 【随行】

別府市 ● 別府市 ● ● 大分市

　都市整備課　主査 　建設部長 　土木管理課　技師

日田市 ● 日田市 ● ● 中津市 ● 中津市

　土木課　技師 　土木建　主査 　建設土木課長 建設土木課　主幹（総括）

臼杵市 ● 臼杵市 ● ● 中津市 ● 中津市

　建設課　総括課長代理 　建設課長 　耕地課長 建設土木課　主幹（総括）

津久見市 ● 津久見市 ● ● 佐伯市

　土木管理課　主査 　土木管理課　主幹（総括） 　建設課　課長補佐

豊後高田市 ● ● 竹田市

　建設課　主事 　建設課長

杵築市 ● 杵築市 ● ● 由布市 ● 由布市

　建設課　主査 　建設課　主幹 　建設課長 　建設課　副主幹

宇佐市 ● 宇佐市 ● ● 豊後大野市

　主幹（総括） 　土木課長 　建設課　参事

国東市 ● ● 九重町 ● 九重町

　建設課長 　建設課長 　建設課　リーダー

姫島村 ● ● 玖珠町 ● 玖珠町

　建設課長 建設水道課長 　建設水道課　主任技師

日出町 日出町 ● ● 大分県建設技術センター ● 大分県建設技術センター

　都市建設課　技師 　都市建設課　課長補佐 　技術部長 　技術部　技幹兼室長

● ● ● ● ● ●

★ 会場係

● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

大分県

西
日
本
高
速
道
路

(

株

)

大
分
高
速
道
路
事
務
所

副
所
長

事務局
(佐伯課)(佐伯保)

出
入
口

廊

下

出
入
口

事務局
(大分課)(大分副)

事務局
(総 括) (佐伯副)

大
分
河
川
国
道
事
務
所
長

廊

下

● ● ●

（会長） （　副　会　長　） 

地
域
道
路
課

課
長
補
佐

九
州
地
方
整
備
局

道
路
部

セ
ン
タ
ー
長

九
州
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

●

佐
伯
河
川
国
道
事
務
所
長

大
分
県

道
路
保
全
課
長

令和７年度（第５回）大分県道路メンテナンス会議　座席表
【専門部会】 跨道橋連絡会議

出
入
口

● ● ● ● ● ●
音響

演台

道路部・ﾒﾝﾃﾅﾝｽｾﾝﾀｰ ＮＥＸＣＯ

事務局
( )( )

事務局
( )( )

記者席

● ●

事務局
(大分保)(大分県)

事務局
( )（

)
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● 市町村の三つの課題（人不足・技術力不足・予算不足）に対し、国と大分県が連携して、

支援方策等を検討し、それらを活用・調整するため『道路メンテナンス会議』を設置。

● 三つの課題（人不足・技術不足・予算不足）により、点検が進まない、点検結果の妥当

性が確認できない、適切な修繕等が実施できない。

● 国と大分県が連携し、『大分県道路メンテナンス会議』を設置（平成26年5月26日）
➢【体制】・地方整備局（直轄事務所）・西日本高速道路(株) ・大分県 ・県内１８市町村

・大分県建設技術センター ・九州旅客鉄道(株) の部課長等が委員

➢【部会】・高速道路(H26)・跨道橋(H27)・道路鉄道(H29)・技術検討(H30)・地下占用物(R7)

➢【役割】（大分県道路管理施設の安全安心の推進）

① 研修・基準類等に関する連絡調整

② 点検・修繕等の促進に関する連絡調整

③ 点検・措置状況の集約・評価・公表

④ 技術的な相談対応

➢【開催】（定期的な開催により情報共有）
・Ｈ２６（３回）・Ｈ２７（３回）・Ｈ２８（２回）

・Ｈ２９（３回）・Ｈ３０（３回）・Ｒ  元（２回）

・Ｒ ２（１回）・Ｒ ３（２回）・Ｒ ４（３回）

・Ｒ ５（３回）・Ｒ ６（３回）・Ｒ ７（６回予定）

現状の問題点

新たな対応策

「大分県道路メンテナンス会議」について

大分県道路メンテナンス会議の様子
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　これは、先に紹介したとりくみのひとつである、本日の会議「道路ﾒﾝﾃﾅﾝｽ会議」の紹介です。
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大分県道路メンテナンス会議 規約 

（名 称）

第１条 本会は、「大分県道路メンテナンス会議」（以下、「会議」という。）と称する。

（目 的）

第２条 会議は、道路法第２８条の２の規定に基づき設置するもので、大分県内の各道

路管理者等が相互に連絡調整を行うことにより、適切な道路構造物の保全を行い、

円滑な道路管理の促進を図ることを目的とする。

（所掌事項）

第３条 会議は、第２条の目的を達成するため、次の事項について所掌する。

(１）道路インフラの維持管理等に係る管理者意識の浸透・情報共有に

関すること。

（２）道路インフラの点検・診断及び措置等の集約・調整・支援に関すること。 
（３）道路インフラの維持管理技術に関すること。

（４）その他、道路の管理に関連し会長が妥当と認めた事項。

（組 織）

第４条 会議は、別表―１に定める大分県内の各道路管理者で構成するものとする。

２．会議には、会長及び副会長を置くものとし、会長は、国土交通省九州地方整備

局大分河川国道事務所長、副会長は、国土交通省九州地方整備局佐伯河川国道事

務所長、大分県土木建築部道路保全課長及び西日本高速道路会社九州支社大分高

速道路事務所長とする。

３．会議は会長の招集により開催するものとし、会議進行は会長が務める。

４．会長に事故等があるときは、副会長がその職務を代行する。

５．会議には、必要に応じ会長が指名するものを出席させることができる。

６．本会議の下部組織として「作業部会」を設置するものとし、各道路管理者の

実務担当者を充てるものとする。

（専門部会）

第５条 会長は、個別課題等についての検討・調整を行うため「専門部会」を設置する

ことができるものとする。

２．「専門部会」として、『大分県高速道路を跨ぐ橋梁の維持管理に関する連絡協議

会』を置く。

３．「専門部会」として、『大分県跨道橋連絡会議』を置く。

 ４．「専門部会」として、『大分県道路鉄道連絡会議』を置く。

 ５．「専門部会」として、『大分県技術検討部会』を置く。

６．「専門部会」として、『大分県地下占用物連絡会議』を置く。
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（事務局） 

第６条 会議の運営に関わる事務を行わせるため、事務局を置く。 
２．事務局は、国土交通省九州地方整備局大分河川国道事務所道路管理第二課、国

土交通省九州地方整備局佐伯河川国道事務所道路管理課、大分県土木建築部道路

保全課及び西日本高速道路株式会社九州支社大分高速道路事務所が担うものとす

る。 
 
（規約の改正） 

第７条 本規約の改正等は、本会議の承認を得て行うことができる。 
 
（その他） 

第８条 本規約に定めるもののほか必要な事項は、その都度協議して定めるものとする。 
 

（附 則） 
本規約は、平成２６年 ５月２６日から施行する。 

     本規約は、平成２６年１０月３０日から施行する。 
     本規約は、平成２７年 １月１５日から施行する。 
     本規約は、平成２８年 ２月 ８日から施行する。 
     本規約は、平成２９年 ３月 ７日から施行する。 
     本規約は、平成３０年 ７月２５日から施行する。 
     本規約は、令和 ４年１１月１４日から施行する。 
     本規約は、令和 ５年１１月２０日から施行する。 
     本規約は、令和 ７年 ４月３０日から施行する。 
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（別紙－１）

会　長 国土交通省　九州地方整備局 大分河川国道事務所長

副会長 国土交通省　九州地方整備局 佐伯河川国道事務所長

副会長 西日本高速道路（株）　九州支社 大分高速道路事務所長

副会長 大分県　土木建築部 道路保全課長

委  員 大分市 土木建築部長

委  員 別府市 建設部長

委  員 中津市 建設部長

委  員 日田市 土木建築部長

委  員 佐伯市 建設部長

委  員 臼杵市 建設課長

委  員 津久見市 土木管理課長

委  員 竹田市 建設課長

委  員 豊後高田市 建設課長

委  員 杵築市 建設課長

委  員 宇佐市 建設水道部長

委  員 豊後大野市 建設課長

委  員 由布市 建設課長

委  員 国東市 建設課長

委  員 姫島村 建設課長

委  員 日出町 都市建設課長

委  員 九重町 建設課長

委  員 玖珠町 建設水道課長

道路保全企画官

地域道路調整官

九州道路メンテナンスセンター長

（公財）大分県　建設技術センター 技術部長

副課長

（参考）

総括保全対策官

技術副所長

統括課長

大分県　土木建築部　道路保全課 参事（総括）

大分県道路メンテナンス会議　名簿

備　考役　　　職

国土交通省　九州地方整備局　大分河川国道事務所

国土交通省　九州地方整備局　佐伯河川国道事務所

九州旅客鉄道（株）　建設工事部　施設課

オブザーバー

事務局

　所　　　　　属

（整備局）
委  員

令和5年11月20日

国土交通省　九州地方整備局　道路部

国土交通省　九州地方整備局　道路部

国土交通省　九州地方整備局
　　　　　　九州道路メンテナンスセンター

西日本高速道路（株）
　　　　　　　　　九州支社　大分高速道路事務所
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大分県高速道路を跨ぐ橋梁の維持管理に関する連絡協議会 会則 

 

 

（名 称） 

第１条 本協議会は、「大分県高速道路を跨ぐ橋梁の維持管理に関する連絡協議会」（以下「本 

連絡協議会」という。）と称する。 

 

（目 的） 

第２条 本連絡協議会は、高速道路の安全性を確保するため、大分県内における高速道路を跨ぐ 

橋梁（以下、「高速道路誇道橋」という。）の適切な点検、補修の実施及び必要な耐震補強 

の実施について、高速道路誇道橋の管理者と西日本高速道路株式会社との間で、情報共有 

の体制を構築するとともに、その対策等に関して必要な事項の、協議調整を図ることを目 

的とする。 

 

（対象箇所） 

第３条 対象箇所は、大分県内の高速道路誇道橋とする。 

 

（業 務） 

第４条 本連絡協議会は、その目的を達成するために、対象箇所に係る以下の事項について、 

情報共有及び協議・調整を行う。 

イ）点検結果、維持管理状況（補修計画、耐震補強等）の共有に関すること 

ロ）点検、補修及び耐震補強の対策実施にあたっての問題、課題に関すること 

ハ）上記問題、課題に対する対応策に関すること 

ニ）高速道路の交通規制計画に関すること 

ホ）情報共有の仕組みに関すること 

ヘ）その他必要な事項に関すること 

  

（構 成） 

第５条 本連絡協議会は、別表－１に掲げる者をもって構成する。 

 

（開 催） 

第６条 本連絡協議会は、原則年１回開催するものとする。 

２．前項に定めるもののほか、構成員が必要と認めた場合は、関連する者を招集できるものと 

する。 

 

（事務局） 

第７条 本連絡協議会の事務局は、西日本高速道路株式会社大分高速道路事務所とする。 

 

（雑 則） 

第８条 この会則に定めるもののほか、本連絡協議会の運営に必要な事項に関することは、 

その都度協議して定めるものとする。 

 

（付 則） 

この会則は、平成２５年１１月１５日から施行する。 

この会則は、令和 ４年１１月１４日から施行する。 
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（別紙－１）

　大分県 　道路保全課 　参事（総括）

　大分市 　土木管理課 　　課　　　長

　別府市 　都市整備課 　　課　　　長

　中津市 　建設土木課 　　課　　　長

　日田市 　土木課 　　課　　　長

　津久見市 　土木管理課 　　課　　　長

　杵築市 　建設課 　　課　　　長

　宇佐市 　土木課 　　課　　　長

　由布市 　建設課 　　課　　　長

　日出町 　都市建設課 　　課　　　長

　九重町 　建設課 　　課　　　長

玖珠町 　建設水道課 　　課　　　長

　西日本高速道路(株) 　九州支社 　保全課長

　西日本高速道路(株) 　九州支社　大分高速道路事務所 　　所　　　長

　西日本高速道路(株) 　九州支社　久留米高速道路事務所 　　所　　　長

（オブザーバー）

　国土交通省 　九州地方整備局　道路部 　道路保全企画官

　国土交通省 　九州地方整備局　道路部 　地域道路調整官

　国土交通省 　九州地方整備局　九州道路メンテナンスセンター 　九州道路メンテナンスセンター長

　国土交通省 　九州地方整備局　大分河川国道事務所 　総括保全対策官

　国土交通省 　九州地方整備局　佐伯河川国道事務所 　技術副所長

　事務局 西日本高速道路株式会社　九州支社　大分高速道路事務所

大分県高速道路を跨ぐ橋梁の維持管理に関する連絡協議会　構成員

令和4年11月14日

構成組織 構成員 備考
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大分県跨道橋連絡会議 規約 

（名 称） 

第１条 本連絡会議は、「大分県跨道橋連絡会議」（以下「連絡会議」という。）と称する。 

（目 的） 

第２条 連絡会議は、大分県道路メンテナンス会議規約第５条第３項に規定の「専門部会」に位置付

けるものとし、大分県内における次条に規定する対象施設について、対象施設の管理者及び関

係する道路管理者間で協議・調整を行うことにより、対象施設の予防保全・老朽化対策の強化

等を図ることを目的とする。 

（対象施設） 

第３条 対象施設は、大分県内の高速道路、直轄国道及び地方道路公社道路の全ての道路並びに補助

国道、県道及び市町(村)道のうち「緊急輸送道路」に指定されている道路を跨ぐ道路法上の

道路以外の施設（ただし、鉄道橋を除く。）とする。 

※注： 対象施設として、農道、林道、認定外道路、私道、水管橋等が例示される。

（協議・調整事項） 

第４条 連絡会議は、その目的を達成するため、対象施設に係る次の事項について、情報共有及び協

議・調整を行う。 

一 対象施設の維持管理等に係る情報共有に関すること。 

二 対象施設の点検、修繕計画等の把握・調整に関すること。 

三 対象施設の技術基準類、健全性の診断、技術的支援等に関すること。 

四 その他対象施設の管理に関連し、会長が必要と認めた事項に関すること。 

（構 成） 

第５条 連絡会議は、別表に掲げる対象施設の管理者及び関係する道路管理者でもって構成する。 

２ 連絡会議には、会長及び副会長３名を置くものとし、会長は九州地方整備局大分河川国道事

務所長、副会長は九州地方整備局佐伯河川国道事務所長、大分県道路保全課長及び西日本高速

道路株式会社九州支社大分高速道路事務所長とする。 

３ 会長に事故等あるときは、副会長がその職務を代行する。 

（会議の運営） 

第６条 連絡会議は、会長の招集により開催するものとし、会議進行は会長が努める。 

２ 連絡会議には、必要に応じて、会長が指名する者の出席を求めることができる。 

（事務局） 

第７条 連絡会議の事務局は、国土交通省九州地方整備局大分河川国道事務所道路管理第二課、佐伯

河川国道事務所道路管理課、大分県道路保全課及び西日本高速道路株式会社九州支社大分高速

道路事務所に置く。 

（その他） 

第８条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、その都度協議して定める。 

（附 則） 

この規約は、平成２７年 ３月２６日から施行する。 

この規約は、平成２９年 ７月１８日から施行する。 

この規約は、令和  元年１０月３１日から施行する。 

この規約は、令和 ４年１１月１４日から施行する。 
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（別表）

会  　長 国土交通省　九州地方整備局 道路管理者 大分河川国道事務所長

副 会 長 国土交通省　九州地方整備局 道路管理者 佐伯河川国道事務所長

副 会 長 西日本高速道路(株)　九州支社 道路管理者 大分高速道路事務所長

副 会 長 大分県　土木建築部 道路管理者 道路保全課長

委    員 大分県 公園道路 公園・生活排水課長

委    員 大分市 認定外道路 土木建築部　土木管理課長　

委    員 別府市 認定外道路 建設部　都市整備課長

委    員 中津市 農道 商工農林水産部　耕地課長

委    員 日田市 認定外道路 土木建築部　土木課長

委    員 佐伯市 認定外道路 建設部　用地管理課長

委    員 臼杵市 認定外道路 建設課長

委    員 津久見市 認定外道路 土木管理課長

委    員 竹田市 認定外道路 建設課長

委    員 杵築市 認定外道路 建設課長

委    員 宇佐市 認定外道路 建設水道部　土木課長　

委    員 豊後大野市 認定外道路 財政課長

委    員 由布市 認定外道路 建設課長　

委    員 国東市 認定外道路 建設課長　

委    員 日出町 認定外道路 都市建設課長　

委    員 九重町 認定外道路 建設課長　　

委    員 玖珠町 認定外道路 会計課長

オブザーバー 大分県　農林水産部 大分県 農村基盤整備課長

国土交通省　九州地方整備局　道路部 道路保全企画官

国土交通省　九州地方整備局　道路部 地域道路調整官

九州道路メンテナンスセンター長

（参考）

総括保全対策官

技術副所長

統括課長

大分県　土木建築部　道路保全課 参事（総括）

大分県跨道橋連絡会議　名簿

令和5年11月20日

　所 属 役 職 備　考

（整備局）
オブザーバー

国土交通省　九州地方整備局
九州道路メンテナンスセンター

事務局

国土交通省　九州地方整備局　大分河川国道事務所

国土交通省　九州地方整備局　佐伯河川国道事務所

西日本高速道路（株）
九州支社　大分高速道路事務所
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大分県道路鉄道連絡会議 規約 

（名 称） 

第１条 本会は「大分県道路鉄道連絡会議」(以下「会議」という。)と称する。 

（目 的） 

第２条 会議は、道路法第２８条の２及び道路法施行規則の一部改正（平成２

８年１０月２８日付け国土交通省国道国発第１２９号道路局長通達）に

基づき設置するもので、大分県道路メンテナンス会議規約第５条に規定

の「専門部会」に位置付けるものとし、大分県内の安全かつ円滑な交通

の確保及び効率的な道路管理を実現することを目的とする。 

（事 業） 

第３条 会議は、第２条の目的を推進するため、次の事業を実施する。 

(１) 跨線橋の改修について、点検・修繕を計画的かつ効率的に進められる

よう、関係者の意見調整（点検及び修繕等に取り組むべき跨線橋に関す

る意見調整、対外協議に関する調整等）に関する事業。 

(２) 関係者との情報共有（損傷事例や対応事例、点検及び修繕の措置状況

等）に関する事業。 

(３) 国民・道路利用者等を対象とした広報（点検結果や構造物の健全度に

関する情報発信、メンテナンスに対する関心と理解の醸成等）に関する

事業。 

（４） 前各号に掲げるものの他、会議の設立の目的に沿った活動の企画及び

実施に関する事業。（必要に応じて、跨道鉄道橋に関するものも含むも

のとする） 

（構 成） 

第４条 会議は、別紙に掲げる関係機関をもって構成するものとする。 

２．会議には、会長及び副会長を置くものとし、会長は、国土交通省九州 

地方整備局大分河川国道事務所長、副会長は、国土交通省九州地方整備 

局佐伯河川国道事務所長、大分県土木建築部道路保全課長及び西日本高 

速道路会社九州支社大分高速道路事務所長とする。 

３．会長に事故等があるときは、副会長がその職務を代行する。 

４．会長は、会員以外の者で、メンテナンスに関わりが深い者をオブザー

バーとして出席させることができる。 
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（事務局） 

第５条 会議の運営に関わる事務を行わせるため、事務局を置く。 

２．事務局は、国土交通省九州地方整備局大分河川国道事務所道路管理第

二課、国土交通省九州地方整備局佐伯河川国道事務所道路管理課、大分

県土木建築部道路保全課及び西日本高速道路株式会社九州支社大分高速

道路事務所が担うものとする。 

 

（開催頻度） 

第６条 本会議の開催は、年１回を基本とし、必要に応じて適宜開催する。 

 

（雑 則） 

第７条 本規約の改廃は、会議で定める。 

ただし、軽微な改正等については、会議事務局で行い、会議会員に通 

知するものとする。 

 

（附 則） 

本規約は、平成２９年 ３月 ７日から施行する。 

本規約は、令和 ４年１１月１４日から施行する。 
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（別紙）

会  　長 国土交通省　九州地方整備局 大分河川国道事務所長

副 会 長 国土交通省　九州地方整備局 佐伯河川国道事務所長

副 会 長 西日本高速道路（株）　九州支社 大分高速道路事務所長

副 会 長 大分県土木建築部 道路保全課長

委    員 大分市 土木建築部長

委    員 別府市 建設部長

委    員 中津市 建設部長

委    員 日田市 土木建築部長

委    員 佐伯市 建設部長

委    員 臼杵市 建設課長

委    員 津久見市 土木管理課長

委    員 竹田市 建設課長

委    員 杵築市 建設課長

委    員 宇佐市 建設水道部長

委    員 豊後大野市 建設課長

委    員 由布市 建設課長

委    員 日出町 都市建設課長

委    員 九重町 建設課長

委    員 玖珠町 建設水道課長

委    員 副課長

オブザーバー 国土交通省九州運輸局　鉄道部 技術・防災課長

国土交通省　九州地方整備局　道路部 道路保全企画官

国土交通省　九州地方整備局　道路部 地域道路調整官

九州道路メンテナンスセンター長

（参考）

総括保全対策官

技術副所長

統括課長

大分県　土木建築部　道路保全課 参事（総括）

令和5年11月20日

大分県道路鉄道連絡会議　名簿

　所 属 役 職 備　考

九州旅客鉄道（株）　建設工事部　施設課

（整備局）
オブザーバー

国土交通省　九州地方整備局
九州道路メンテナンスセンター

事務局

国土交通省　九州地方整備局　大分河川国道事務所

国土交通省　九州地方整備局　佐伯河川国道事務所

西日本高速道路（株）
九州支社　大分高速道路事務所
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大分県技術検討部会 規約 

（名 称） 

第１条 本会は、「大分県技術検討部会」（以下、「技術検討部会」という。）と称する。 

（目 的） 

第２条 技術検討部会は、大分県道路メンテナンス会議規約第５条に規定の｢専門部会｣ 

に位置付けるものとし、大分県内における道路構造物について、道路構造物の管理

者及び関係する道路管理者間で協議・調整を行うことにより、道路構造物の予防保

全・老朽化対策に関する技術力向上を図ることを目的とする。 

（所掌事項） 

第３条 技術検討部会は、第２条の目的を達成するため、次の事項について所掌する。 

（１）道路構造物の効率的な点検等を実施する為の情報共有に関すること。

（２）道路構造物の技術的課題の情報共有に関すること。

（３）その他、技術検討部会の運営に会長が妥当と認めた事項。

（組 織） 

第４条 技術検討部会は、別紙に定める大分県内の各道路管理者で構成するものとする。 

２．技術検討部会には、会長及び副会長を置くものとし、会長は国土交通省九州地方

整備局大分河川国道事務所総括保全対策官、副会長は国土交通省九州地方整備局佐

伯河川国道事務所副所長、大分県土木建築部道路保全課参事、及び西日本高速道路

株式会社九州支社大分高速道路事務所副所長とする。 

３．技術検討部会は、会長の招集により開催するものとし、技術検討部会の進行は会

長が務める。 

４．会長に事故等があるときは、副会長がその職務を代行する。 

５．技術検討部会には、必要に応じ会長が指名するものを出席させることができる。 

（事 務 局） 

第５条 技術検討部会の運営に関わる事務を行わせるため、事務局を置く。 

２．事務局は、国土交通省九州地方整備局大分河川国道事務所道路管理第二課、国土

交通省九州地方整備局佐伯河川国道事務所道路管理課、大分県土木建築部道路保全

課、西日本高速道路株式会社九州支社大分高速道路事務所が担うものとする。 

（開催頻度） 

第６条 技術検討部会の開催は、年１回を基本とし、必要に応じて適宜開催する。 

（雑 則） 

第７条 本規約の改廃は技術検討部会で定める。ただし、軽微な改正等については、会議

事務局で行い、技術検討部会会員に通知するものとする。 

（附 則） 

本規約は、平成３０年７月２５日から施行する。 

本規約は、令和４年１１月１４日から施行する。 
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（別紙）

会 　長 国土交通省　九州地方整備局　大分河川国道事務所 総括保全対策官

副会長 国土交通省　九州地方整備局　佐伯河川国道事務所 副所長

副会長 副所長

副会長 大分県　土木建築部 参事

委   員 大分市　土木建築部 土木管理課

委   員 別府市　建設部 都市整備課

委   員 中津市　建設部 建設土木課

委   員 日田市　土木建築部 土木課

委   員 佐伯市　建設部 建設課

委   員 臼杵市 建設課

委   員 津久見市 土木管理課

委   員 竹田市 建設課

委   員 豊後高田市 建設課

委   員 杵築市 建設課

委   員 宇佐市　建設水道部 土木課

委   員 豊後大野市 建設課

委   員 由布市 建設課

委   員 国東市 建設課

委   員 姫島村 建設課

委   員 日出町 都市建設課

委   員 九重町 建設課

委   員 玖珠町 建設水道課

国土交通省　九州地方整備局 道路部

九州地方整備局　九州道路メンテナンスセンター 九州道路メンテナンスセンター長

技術部

（参考）

保全対策官

保全対策官

統括課長

大分県　土木建築部　道路保全課 主幹

令和5年11月20日

大分県技術検討部会　名簿

役 職 備　考

西日本高速道路（株）
九州支社　大分高速道路事務所

　所 属

オブザーバー

公益財団法人　大分県建設技術センター

事務局

国土交通省　九州地方整備局　大分河川国道事務所

国土交通省　九州地方整備局　佐伯河川国道事務所

西日本高速道路（株）
九州支社　大分高速道路事務所
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大分県地下占用物連絡会議 規約 

（名 称） 

第１条 本会は、「大分県地下占用物連絡会議」（以下「会議」という。）と称する。 

（目 的） 

第２条 会議は、道路法第２８条の２の規定に基づき設置し、大分県道路メンテナ 

ンス会議規約第５条規定の専門部会に位置付け、大分県内の各道路管理者及

び地下占用物件の占用者において、定期的に相互の点検・調査の計画・結果 

について共有する他、道路陥没を防ぐ取組みなどを連携して実施することに 

より、占用物件に起因する道路の構造や交通への支障等に適切に対応するこ 

とを目的とする。 

（調整・共有事項） 

第３条 会議は、第２条の目的を達成するため、次の事項について調整、及び共有 

する。 

（１） 占用者による当年度の点検計画・前年度の点検結果

（２） 道路管理者による路面下空洞調査結果

（３） 前年度の道路陥没実績、陥没箇所の措置事例

（４） その他、道路陥没対策に寄与する情報等

（組 織） 

第４条 会議は、第２条の目的を達成するため、大分県内における高速自動車国道、 

一般国道、県道及び市町村道の各道路管理者及び会議が必要と認めるもので 

組織する。 

２ 会議には、会長及び副会長を３名置くものとし、会長は、国土交通省九州 

地方整備局大分河川国道事務所長、副会長は、国土交通省佐伯河川国道事務 

所長、大分県土木建築部道路保全課長、西日本高速道路株式会社九州支社大 

分高速道路事務所長とする。 

３ 会長に事故等はあるときは、副会長がその職務を代行する。 

４ 会議の構成は、「別表」のとおりとする。ただし、必要に応じ会長が指名す 

る者の出席を求めることができる。 

（会議の開催） 

第５条 会議は、年に１回を基本として、必要に応じて適宜開催する。 
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（事務局） 

第６条 会議の運営に関わる事務を行わせるため、事務局を置く。 

２ 事務局は、国土交通省九州地方整備局大分河川国道事務所、国土交通省九 

州地方整備局佐伯河川国道事務所、大分県土木建築部道路保全課、西日本高 

速道路株式会社九州支社大分高速道路事務所に置く。 

（規約の改正） 

第７条 本規約の改正等は、会議の審議・承認を得て行うことができる。 

（その他） 

第８条 本規約に定めるもののほか、必要な事項はその都度協議して定めるものと 

する。 

（附 則） 

本規約は、令和７年４月３０日から施行する。 
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（別表）

【道路管理者】

会　長 国土交通省　九州地方整備局 大分河川国道事務所長

副会長 国土交通省　九州地方整備局 佐伯河川国道事務所長

副会長 西日本高速道路（株）　九州支社 大分高速道路事務所長

副会長 大分県　土木建築部 道路保全課長

委  員 大分市 土木建築部長

委  員 別府市 建設部長

委  員 中津市 建設部長

委  員 日田市 土木建築部長

委  員 佐伯市 建設部長

委  員 臼杵市 建設課長

委  員 津久見市 土木管理課長

委  員 竹田市 建設課長

委  員 豊後高田市 建設課長

委  員 杵築市 建設課長

委  員 宇佐市 建設水道部長

委  員 豊後大野市 建設課長

委  員 由布市 建設課長

委  員 国東市 建設課長

委  員 姫島村 建設課長

委  員 日出町 都市建設課長

委  員 九重町 建設課長

委  員 玖珠町 建設水道課長

オブザーバー （公財）大分県　建設技術センター 技術部長

上下水道調整官

路政課長

道路保全企画官

地域道路調整官

九州道路メンテナンスセンター長

（参考）

総括保全対策官

技術副所長

統括課長

大分県　土木建築部　道路保全課 参事（総括）

大分県地下占用物連絡会議　名簿

令和7年4月30日

　所 属 役 職 備　考

（整備局）
オブザーバー

国土交通省　九州地方整備局　河川部

国土交通省　九州地方整備局　道路部

国土交通省　九州地方整備局
九州道路メンテナンスセンター

国土交通省　九州地方整備局　道路部

事務局

国土交通省　九州地方整備局　大分河川国道事務所

国土交通省　九州地方整備局　佐伯河川国道事務所

西日本高速道路（株）
九州支社　大分高速道路事務所

国土交通省　九州地方整備局　道路部
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【地下占用物件の占用者】(行政：上下水道・工業用水道・電力・通信・その他)

委  員 大分県警察本部 通信線 交通規制課長

委  員 大分県　企業局
工業用水道
電力

工務課長

委  員 大分県　生活環境部 上水道 環境保全課長

委  員 大分県　土木建築部 下水道 公園・生活排水課長

委  員 大分市 上下水道 上下水道局長

委  員 別府市 上下水道 上下水道局長

委  員 中津市 上下水道 上下水道部長

委  員 日田市 上下水道 上下水道局長

委  員 佐伯市 上下水道 上下水道部長

委  員 臼杵市 上下水道 上下水道課長

委  員 津久見市 上下水道 上下水道課長

委  員 竹田市 上下水道 上下水道課長

委  員 豊後高田市 上下水道 上下水道課長

委  員 杵築市 上下水道 上下水道課長

委  員 宇佐市 上下水道 建設水道部長
道路管理者
と重複

委  員 豊後大野市 上下水道 上水道課長

委  員 由布市 上水道 水道課長

委  員 国東市 上下水道 上下水道課長

委  員 姫島村 上下水道 生活環境課長

委  員 日出町 上下水道 上下水道課長

委  員 九重町 上水道 建設課長
道路管理者
と重複

委  員 玖珠町 上水道 建設水道課長
道路管理者
と重複

　所 属 役 職 備　考
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【地下占用物件の占用者】(民間：通信・電力・ガス・その他)

委  員
エネルギーサービス事業統括本部
水力発電本部長

委  員 大分支店長

委  員 九州電力送配電(株) 電力線/通信線 大分支社長

委  員 大分営業所長

委  員 別府営業所長

委  員 株式会社エコア ガス管 中津ガス支店長

委  員 ＮＴＴ西日本株式会社 通信線 大分支店長

委  員 ＮＴＴインフラネット株式会社 通信線 大分支店長

委  員 (株)ＮＴＴドコモネットワーク本部 通信線 インフラデザイン部長

委  員 株式会社ＱＴｎｅｔ 通信線 代表取締役社長執行役員

委  員 ＫＤＤＩ株式会社 通信線 西日本運用センター長

委  員 ソフトバンク株式会社 通信線
西日本ネットワークセンター
九州保全課長

委  員 大分ケーブルテレコム株式会社 通信線 代表取締役

委  員 シーティービーメディア株式会社 通信線 代表取締役

委  員 株式会社ＵＳＥＮ 通信線 九州支社長

九州電力（株） 電力線/通信線

大分瓦斯株式会社 ガス管

　所 属 役 職 備　考
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令和７年度（第５回）

大分県道路メンテナンス会議

資料２





Ⅰ.点検実施状況
及び修繕着手等の状況
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１．道路メンテナンスの点検修繕実施状況と
課題について
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道路のメンテナンスに関する取り組みの経緯

○ 笹子トンネル天井板落下事故［H24.12.2］

○ 道路法の改正［H25.6］
点検基準の法定化、国による修繕等代行制度創設

○ 定期点検に関する省令・告示 公布［H26.3.31］
5年に1回、近接目視による点検

● 定期点検 ２巡目（H31～R5）

● 定期点検 ３巡目（R6～）

● 定期点検 １巡目（H26～H30）

○ 定期点検要領 通知［H31.2.28］
定期点検の質を確保しつつ、実施内容を合理化

-3-

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
・それでは、九州管内の実施状況です。

・３ヶ年の点検の実施率は、
トンネルが計画の５４％に対して５４％、
トンネルが計画の４５％に対して３８％、
シェッド・大型カルバート、歩道橋、門型標識の道路附属物等は計画の６６％に対して６０％と、着実に進捗していますが、トンネル以外では若干の遅れが見られます。



4

18%

0% 20% 40% 60% 80%

18%

100%

橋梁

(131,810)

トンネル

(1,905)

道路附属物等

(7,551)

2019

16%

2019

14%

2019

15%

2020

21%

2020

17%

2020

20%

2021

23%

2021

19%

2021

20%

2022

22%

2022

20%

2022

21%

2023

17%

2023

27%

2023

22%

橋梁、トンネル等の点検実施状況・点検結果 3巡目（2024年度）

○ 全道路管理者の３巡目（2024年度）の点検実施状況は、橋梁：18％、トンネル：17％、道路附属物等※ ：18％と

なっており、 ２巡目１年目を上回り着実に進捗している。

○ 全道路管理者の３巡目（2024年度）の点検において、早期又は緊急に措置を講ずべき状態（判定区分Ⅲ・Ⅳ）

の割合は、橋梁：7％、トンネル：24％、道路附属物等：9％ ※道路附属物等：シェッド、大型カルバート、横断歩道橋、門型標識等

３巡目（2024年度）の点検実施状況

※（ ）内は、 2024年度に点検を実施した施設数の合計。
※四捨五入の関係で合計値が100％にならない場合がある。

※（ ）内は、 2024年度に点検を実施した施設数の合計。
※四捨五入の関係で合計値が100％にならない場合がある。

３巡目（2024年度）の点検結果

判定区分 状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置

を講ずることが望ましい状態。

Ⅲ 早期措置段階
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべ

き状態。

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、

緊急に措置を講ずべき状態。
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9% 0.01%

0.3%
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(7,551)

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

40% 60%

2024年度   2巡目点検(実績)

出典：道路メンテナンス年報（令和7年8月）より-4-



○ ２巡目（2019年度～2023年度）の点検で早期に措置を講ずべき状態（区分Ⅲ）又は緊急に措置を講ずべき状態
（区分Ⅳ）と判定された橋梁のうち、修繕等の措置に着手した割合は、2024年度末時点で国土交通省：78％、
高速道路会社：61％、地方公共団体：58％、完了した割合は、国土交通省：36％、高速道路会社：34％、地方
公共団体：32％

○ 判定区分Ⅲ・Ⅳである橋梁は次回点検まで（５年以内）に措置を講ずべきとしているが、地方公共団体にお
いて５年以上経過していても措置に着手できていない橋梁は約２割ある。

２巡目点検で判定区分Ⅲ、Ⅳの橋梁の修繕等措置の実施状況

－5－



２巡目点検で判定区分Ⅲ、Ⅳのトンネルの修繕等措置の実施状況

○ ２巡目（2019年度～2023年度）の点検で早期に措置を講ずべき状態（区分Ⅲ）又は緊急に措置を講ずべき状態
（区分Ⅳ）と判定されたトンネルのうち、修繕等の措置に着手した割合は、2024年度末時点で国土交通省：77
％、高速道路会社：63％、地方公共団体：71％、完了した割合は、国土交通省：43％、高速道路会社：47％、
地方公共団体：44％

○ 判定区分Ⅲ・Ⅳであるトンネルは次回点検まで（５年以内）に措置を講ずべきとしているが、地方公共団体
において５年以上経過していても措置に着手できていないトンネルは約１割ある。

－6－



判定区分Ⅳの橋梁の措置状況《全国》

○ ２０２４年度末までに緊急に措置を講ずべき状態（区分Ⅳ）と判定された施設の措置状況のうち、撤去・廃止
の割合は、２０２４年度末時点で、橋梁：43％、トンネル：44％、道路付属物等：32％です。

出典：道路メンテナンス年報（令和7年8月）より

○判定区分Ⅳの橋梁の措置状況(完了済・予定のものを含む)
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橋梁個別施設計画の策定状況（2023年度末時点）《全国》

○ 国のインフラ長寿命化基本計画（2013年）では2020年頃までの長寿命化修繕計画（個別施設計画）の策定を目標
としていますが、2024年度末時点で計画を策定していない地方公共団体が4団体あり、策定済みで公表していな
い地方公共団体は58団体あります。

○ 修繕の時期や内容を橋梁毎に示していない計画となっている地方公共団体は5団体。
○ また、計画の策定後に点検結果を反映するなど計画の更新を行っていない地方公共団体は25団体。
○ 橋梁等の老朽化対策を計画的・効率的に進めるためにも、長寿命化修繕計画を策定するとともに、点検結果を踏ま

え、更新を行うことが重要です。

出典：道路メンテナンス年報より（令和7年8月）-8-

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
・それでは、九州管内の実施状況です。

・３ヶ年の点検の実施率は、
トンネルが計画の５４％に対して５４％、
トンネルが計画の４５％に対して３８％、
シェッド・大型カルバート、歩道橋、門型標識の道路附属物等は計画の６６％に対して６０％と、着実に進捗していますが、トンネル以外では若干の遅れが見られます。



点検実施者の保有資格の状況《全国》

○ 2024年度に地方公共団体が実施した橋梁点検のうち、職員自らが点検（直営点検）を実施した割合は15%となって
います。

○ 直営点検による点検実施者のうち、国土交通省の実施する研修※1 を受講又は資格※2を保有している割合は49%、
研修・資格ともになしは51%となっています。

○ 委託点検による点検実施者のうち、国土交通省の実施する研修を受講又は資格を保有している割合は95%、研修・
資格ともになしは5%となっています。
○ 点検の精度向上するためには研修受講、資格の活用など点検技術の向上を図る必要があります。

※2024年度に点検を実施した施設のうち、報告があった109,089橋
を対象に橋梁数ベースで算出。（右図も同様）

○ 2024 点検実施橋梁の直営点検と委託点検の割合 ○ 点検実施者の保有資格や研修受講歴

出典：道路メンテナンス年報より（令和7年8月）-9-



２．九州、大分県の点検実施状況
及び修繕着手率

-10-



○九州の全道路管理者の２０２４年度の点検実施状況は橋梁９９．５％、トンネル９９．２％、道路附属物９８．４％。

〇九州全道路管理者の２０２４年度の点検において、早期又は緊急に措置を講ずべき状態（判定区分Ⅲ・Ⅳ）の

割合は、橋梁：６％、トンネル：２２％、道路附属物：１０％。

出典：道路メンテナンス年報（令和7年8月）より作成

※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある
※ （）は令和６年度末時点管理施設のうち点検の対象となる施設数

（撤去された施設や上記分野の点検の対象外と判明した施設等を除く。）

２巡目点検の点検実施状況（九州版）

※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある
※ （）は2巡目に点検を実施した施設数

橋梁、トンネル等の点検実施状況・判定区分《九州》

２巡目点検の点検結果（九州版）

-11-



○九州の全道路管理者の２０２４年度の点検実施状況は橋梁９８．６％、トンネル９９．１％、道路附属物９２．１％。

〇九州全道路管理者の２０２４年度の点検において、早期又は緊急に措置を講ずべき状態（判定区分Ⅲ・Ⅳ）の

割合は、橋梁：１１％、トンネル：２４％、道路附属物：８％。

出典：道路メンテナンス年報（令和7年8月）より作成

※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある
※ （）は令和６年度末時点管理施設のうち点検の対象となる施設数

（撤去された施設や上記分野の点検の対象外と判明した施設等を除く。）

２巡目点検の点検実施状況（大分県版）

※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある
※ （）は2巡目に点検を実施した施設数

橋梁、トンネル等の点検実施状況・判定区分《大分県》

２巡目点検の点検結果（大分県版）

-12-



○九州全道路管理者の3巡目（2024年度）の点検実施状況は橋梁19％、トンネル19％、道路附属物※：24％と

なっており、2巡目1年目を上回り着実に進捗している。

〇九州全道路管理者の3巡目（2024年度）の点検において、早期又は緊急に措置を講ずべき状態（判定区分

Ⅲ・Ⅳ）の割合は、橋梁：6％、トンネル：19％、道路附属物：7％。※道路附属物等：シェッド、大型カルバート、横断歩道橋、門型標識

出典：道路メンテナンス年報（令和7年8月）より作成

３巡目点検の点検実施状況（九州版）

※ （）内は、2024年度に点検を実施した施設数の合計。
※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。

橋梁、トンネル等の点検実施状況・点検結果 3巡目（2024年度）《九州》

３巡目点検の点検結果（九州版）

※ （）内は、2024年度に点検を実施した施設数の合計。
※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。

2024年度 2巡目点検（実績）

-13-



○九州全道路管理者の3巡目（2024年度）の点検実施状況は橋梁21％、トンネル18％、道路附属物※：36％と

なっており、2巡目1年目を上回り着実に進捗している。

〇九州全道路管理者の3巡目（2024年度）の点検において、早期又は緊急に措置を講ずべき状態（判定区分

Ⅲ・Ⅳ）の割合は、橋梁：16％、トンネル：29％、道路附属物：5％。※道路附属物等：シェッド、大型カルバート、横断歩道橋、門型標

識等

出典：道路メンテナンス年報（令和7年8月）より作成

３巡目点検の点検実施状況（大分県版）

※ （）内は、2024年度に点検を実施した施設数の合計。
※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。

橋梁、トンネル等の点検実施状況・点検結果 3巡目（2024年度）《大分県》

３巡目点検の点検結果（大分県版）

※ （）内は、2024年度に点検を実施した施設数の合計。
※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。

2024年度 2巡目点検（実績）

-14-



橋梁、トンネル等の判定区分状況《九州・大分県》

○大分県の橋梁における判定区分の割合は、早期に措置を講ずべき状態（判定区分Ⅲ）が１１％（１，２７１
橋）、緊急に措置を講ずべき状態（判定区分Ⅳ）が０.１２％（１３橋）

○トンネルでは判定区分Ⅲが２４％（１３７施設） 、判定区分Ⅳが０. １８％（１施設）
〇道路附属物等では判定区分Ⅲが８％（２６施設）

出典：道路メンテナンス年報（令和7年8月）より作成

２巡目点検（２０２４年度時点）の判定区分割合（全道路管理者合計）

九
州

大
分
県

※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある
※ （）は令和元年度から令和６年度に点検を実施した施設数

（令和６年度末時点で診断中の施設を除く） -15-



橋梁、トンネル等の判定区分状況《九州・大分県》

○大分県の橋梁における判定区分の割合は、早期に措置を講ずべき状態（判定区分Ⅲ）が１６％、緊急に
措置を講ずべき状態（判定区分Ⅳ）が０.２６％

○トンネルでは判定区分Ⅲが２９％
〇道路附属物等では判定区分Ⅲが５％

出典：道路メンテナンス年報（令和7年8月）より作成

３巡目点検（２０２４年度時点）の判定区分割合（全道路管理者合計）

九
州

大
分
県

※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある
※ （）は令和元年度から令和６年度に点検を実施した施設数

（令和６年度末時点で診断中の施設を除く） -16-



修繕が必要な
施設数
Ａ

修繕に
着手済み
の施設数

Ｂ
（B/A）

修繕に
完了済み
の施設数

C
(C/A)

点検実施
年度

32 32
(100%) (100%)

29 29
(100%) (100%)

1,636 1,237
(99%) (75%)

399 383
(100%) (96%)

1,237 854
(99%) (68%)

1,697 1,298

(99%) (76%)
合計 1,712

地方公共
団体計

1,651

県・
政令市
等

399

市町村 1,252

高速道路
会社

29

■修繕着手率（B/A）
■修繕完了率（C/A）

国土
交通省
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100%

100%
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99%76%

修繕が必要な
施設数
Ａ

修繕に
着手済み
の施設数

Ｂ
（B/A）

修繕に
完了済み
の施設数

C
(C/A)

点検実施
年度

302 296
(100%) (98%)

282 278
(100%) (99%)

6,746 5,412
(97%) (78%)

1,984 1,671
(100%) (84%)

4,762 3,741
(96%) (75%)

7,330 5,986

(97%) (79%)
合計 7,532

地方公共
団体計

6,948

県・
政令市
等

1,990

市町村 4,958

高速道路
会社

282

■修繕着手率（B/A）
■修繕完了率（C/A）

国土
交通省
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100%
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97%79%

○大分県の橋梁において、平成２６～３０年度に点検を実施し、次回点検までに
措置を講ずべき施設（判定区分Ⅲ・Ⅳ）における修繕に着手した割合は、

国土交通省管理：１００％、地方公共団体管理：９９％（うち市町村管理：９９％）
修繕が完了した割合は、

国土交通省管理：１００％、地方公共団体管理：７５％（うち市町村管理：６８％） 

■ 九州

※ 平成26～30年度に点検診断済み施設のうち、判定区分Ⅲ、Ⅳ診断された施

設で、修繕（設計含む）に着手（又は工事が完了）した割合（令和６年度末時点）

■ 大分県

１巡目点検で判定区分Ⅲ、Ⅳの橋梁の修繕等措置の実施状況《九州・大分県》

出典：道路メンテナンス年報（令和7年8月）より作成-17-



修繕が必要な
施設数
Ａ

修繕に
着手済み
の施設数

Ｂ
（B/A）

修繕に
完了済み
の施設数

C
(C/A)

点検実施
年度

16 16
(100%) (100%)

8 8
(100%) (100%)

193 166
(99%) (86%)

94 93
(100%) (99%)

99 73
(99%) (73%)

217 190
(100%) (87%)

合計 218

地方公共
団体計

194
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政令市
等

94

市町村 100

高速道路
会社

8

■修繕着手率（B/A）
■修繕完了率（C/A）
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100%87%

修繕が必要な
施設数
Ａ

修繕に
着手済み
の施設数

Ｂ
（B/A）

修繕に
完了済み
の施設数

C
(C/A)

点検実施
年度

43 43
(100%) (100%)

53 53
(100%) (100%)

511 430
(99%) (83%)

347 316
(100%) (91%)

164 114
(96%) (67%)

607 526
(99%) (86%)

合計 614

地方公共
団体計

518

県・
政令市
等

347

市町村 171

高速道路
会社

53

■修繕着手率（B/A）
■修繕完了率（C/A）

国土
交通省
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99%86%

○大分県のトンネルにおいて、平成２６～３０年度に点検を実施し、次回点検までに
措置を講ずべき施設（判定区分Ⅲ・Ⅳ）における修繕に着手した割合は、

国土交通省管理：１００％、地方公共団体管理：９９％（うち市町村管理：９９％）
修繕が完了した割合は、

国土交通省管理：１００％、地方公共団体管理：８６％（うち市町村管理：７３％） 

■ 九州

※ 平成26～30年度に点検診断済み施設のうち、判定区分Ⅲ、Ⅳ診断された施

設で、修繕（設計含む）に着手（又は工事が完了）した割合（令和６年度末時点） 出典：道路メンテナンス年報（令和7年8月）より作成

■ 大分県

１巡目点検で判定区分Ⅲ、Ⅳのトンネルの修繕等措置の実施状況《九州・大分県》
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修繕が必要な
施設数
Ａ

修繕に
着手済み
の施設数

Ｂ
（B/A）

修繕に
完了済み
の施設数

C
(C/A)

点検実施
年度

19 19
(100%) (100%)

1 1
(100%) (100%)

26 24
(100%) (92%)

21 21
(100%) (100%)

5 3
(100%) (60%)

46 44
(100%) (96%)

合計 46
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■修繕完了率（C/A）
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H29年度

H30年度

H26年度

H27年度

H28年度

H29年度

H30年度

H26年度

H27年度

H28年度

H29年度

H30年度

100%96%

修繕が必要な
施設数
Ａ

修繕に
着手済み
の施設数

Ｂ
（B/A）

修繕に
完了済み
の施設数

C
(C/A)

点検実施
年度

129 128
(100%) (99%)

37 37
(100%) (100%)

200 164
(100%) (82%)

160 132
(100%) (83%)

40 32
(100%) (80%)

366 329
(100%) (90%)

合計 366

地方公共
団体計

200

県・
政令市
等

160

市町村 40

高速道路
会社

37

■修繕着手率（B/A）
■修繕完了率（C/A）

国土
交通省

129

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

94%

100%

100%

100%

100%

100%

82%

87%

92%

80%

76%

100%

86%

91%

79%

77%

70%

100%

100%

90%

71%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H26年度

H27年度

H28年度

H29年度

H30年度

H26年度

H27年度

H28年度

H29年度

H30年度

H26年度

H27年度

H28年度

H29年度

H30年度

H26年度

H27年度

H28年度

H29年度

H30年度

H26年度

H27年度

H28年度

H29年度

H30年度

100%90%

○大分県の道路附属物において、平成２６～３０年度に点検を実施し、次回点検までに
措置を講ずべき施設（判定区分Ⅲ・Ⅳ）における修繕に着手した割合は、

国土交通省管理：１００％、地方公共団体管理：１００％（うち市町村管理：１００％）
修繕が完了した割合は、

国土交通省管理：１００％、地方公共団体管理：９２％（うち市町村管理：６０％） 

■ 九州

※ 平成26～30年度に点検診断済み施設のうち、判定区分Ⅲ、Ⅳ診断された施

設で、修繕（設計含む）に着手（又は工事が完了）した割合（令和６年度末時点） 出典：道路メンテナンス年報（令和7年8月）より作成

■ 大分県

１巡目点検で判定区分Ⅲ、Ⅳの道路附属物の修繕等措置の実施状況《九州・大分県》
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うち
完了済の
施設数

C
(C/A)

2019

383 220 2020

(79%) (45%) 2021
2022
2023
2019

88 49 2020

(55%) (31%) 2021
2022
2023
2019

3,747 1,894 2020

(67%) (34%) 2021
2022
2023
2019

1,175 540 2020

(63%) (29%) 2021
2022
2023
2019

2,572 1,354 2020

(69%) (36%) 2021
2022
2023

4,218 2,163
(67%) (35%)

国土
交通省

486

合計 6,260

高速道路
会社

160

地方公共
団体計

5,614

都道府県・
政令市等

1,880

市区町村 3,734

措置が
必要な
施設数
Ａ※1

措置に
着手済の
施設数
Ｂ

（B/A）

点検
実施
年度

：措置着手率（B/A）
：措置完了率（C/A）
：想定されるペース※２

100%

87%

74%

47%

39%

100%

72%

68%

61%

29%

84%

83%

71%

51%

34%

84%

86%

69%

51%

24%

85%

82%

72%

51%

41%

95%

49%

23%

6%

11%

60%

28%

40%

37%

16%

53%

47%

33%

20%

8%

57%

40%

24%

18%

6%

52%

50%

36%

22%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

67%35%

うち
完了済の
施設数

C
(C/A)

2019

37 26 2020

(62%) (43%) 2021
2022
2023
2019

18 8 2020

(75%) (33%) 2021
2022
2023
2019

803 372 2020

(67%) (31%) 2021
2022
2023
2019

60 76 2020

(25%) (32%) 2021
2022
2023
2019

743 296 2020

(77%) (31%) 2021
2022
2023

858 406
(67%) (32%)

：措置着手率（B/A）
：措置完了率（C/A）
：想定されるペース※２

合計 1,284

高速道路
会社

24

地方公共
団体計

1,200

都道府県・
政令市等

237

市区町村 963

国土
交通省

60

措置が
必要な
施設数
Ａ※1

措置に
着手済の
施設数
Ｂ

（B/A）

点検
実施
年度

100%

76%

60%

0%

0%

0%

100%

78%

86%

57%

76%

71%

72%

60%

42%

14%

30%

31%

25%

29%

88%

82%

83%

71%

46%

100%

52%

20%

0%

0%

0%

0%

56%

43%

0%

42%

34%

33%

24%

8%

62%

20%

27%

31%

10%

38%

38%

35%

22%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

67%32%

※1. ２巡目（2019 年度～2023 年度）の点検における判定区分Ⅲ、Ⅳの施設数のうち、点検対象外等となった施設を除く施設数。
※2. 2024 年度末時点で次回点検までの修繕等措置の実施を考慮した場合に想定されるペース。

出典：道路メンテナンス年報（令和7年8月）より作成

○２巡目点検（2019～2023 年度）で早期に措置を講ずるべき状態（区分Ⅲ）又は緊急に措置を講ずるべき状態（区分Ⅳ）と判
定された橋梁のうち、

修繕等の措置に着手した割合は、  国土交通省管理：６２％、地方公共団体管理：６７％（うち市町村管理：７７％）

修繕が完了した割合は、   国土交通省管理：４３％、地方公共団体管理：３１％（うち市町村管理：３１％） 

２巡目点検で判定区分Ⅲ、Ⅳの橋梁の修繕等措置の実施状況《九州・大分県》

20

■ 大分県
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うち
完了済の
施設数

C
(C/A)

2019

19 11 2020

(86%) (50%) 2021
2022
2023
2019

1 1 2020

(14%) (14%) 2021
2022
2023
2019

234 110 2020

(67%) (31%) 2021
2022
2023
2019

153 76 2020

(69%) (34%) 2021
2022
2023
2019

81 34 2020

(63%) (27%) 2021
2022
2023

254 122
(67%) (32%)

国土
交通省

22

合計 380

高速道路
会社

7

地方公共
団体計

351

都道府県・
政令市等

223

市区町村 128

措置が
必要な
施設数
Ａ※1

措置に
着手済の
施設数
Ｂ

（B/A）

点検
実施
年度

：措置着手率（B/A）
：措置完了率（C/A）
：想定されるペース※２

67%32%

100%

100%

100%

100%

57%

0%

0%

20%

0%

0%

92%

77%

80%

58%

46%

94%

74%

79%

47%

42%

67%

100%

83%

71%

48%

100%

71%

0%

50%

0%

0%

0%

20%

0%

0%

58%

32%

39%

26%

19%

57%

32%

39%

23%

18%

67%

29%

39%

29%

19%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

うち
完了済の
施設数

C
(C/A)

2019

3 3 2020

(100%) (100%) 2021
2022
2023
2019

0 0 2020

(0%) (0%) 2021
2022
2023
2019

103 38 2020

(76%) (28%) 2021
2022
2023
2019

46 13 2020

(78%) (22%) 2021
2022
2023
2019

57 25 2020

(75%) (33%) 2021

2022

2023

106 41
(77%) (30%)

：措置着手率（B/A）
：措置完了率（C/A）
：想定されるペース※２

合計 138

高速道路
会社

0

地方公共
団体計

135

都道府県・
政令市等

59

市区町村 76

国土
交通省

3

措置が
必要な
施設数
Ａ※1

措置に
着手済の
施設数
Ｂ

（B/A）

点検
実施
年度

77%30%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

89%

95%

86%

69%

63%

86%

94%

92%

36%

70%

100%

100%

81%

84%

61%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

33%

25%

38%

25%

24%

14%

22%

31%

18%

20%

100%

50%

44%

28%

26%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

※1. ２巡目（2019 年度～2023 年度）の点検における判定区分Ⅲ、Ⅳの施設数のうち、点検対象外等となった施設を除く施設数。
※2. 2024 年度末時点で次回点検までの修繕等措置の実施を考慮した場合に想定されるペース。

出典：道路メンテナンス年報（令和7年8月）より作成

○２巡目点検（2019～2023 年度）で早期に措置を講ずるべき状態（区分Ⅲ）又は緊急に措置を講ずるべき状態（区分Ⅳ）と判
定されたトンネルのうち、

修繕等の措置に着手した割合は、  国土交通省管理：１００％、地方公共団体管理：７６％（うち市町村管理：７５％）

修繕が完了した割合は、   国土交通省管理：１００％、地方公共団体管理：２８％（うち市町村管理：３３％） 

２巡目点検で判定区分Ⅲ、Ⅳのトンネルの修繕等措置の実施状況《九州・大分県》

21

■ 大分県

-21-



うち
完了済の
施設数

C
(C/A)

2019

86 53 2020

(65%) (40%) 2021
2022
2023
2019

3 1 2020

(100%) (33%) 2021
2022
2023
2019

97 43 2020

(55%) (25%) 2021
2022
2023
2019

72 38 2020

(53%) (28%) 2021
2022
2023
2019

25 5 2020

(66%) (13%) 2021
2022
2023

186 97
(60%) (31%)

国土
交通省

132

合計 310

高速道路
会社

3

地方公共
団体計

175

都道府県・
政令市等

137

市区町村 38

措置が
必要な
施設数
Ａ※1

措置に
着手済の
施設数
Ｂ

（B/A）

点検
実施
年度

：措置着手率（B/A）
：措置完了率（C/A）
：想定されるペース※２

60%31%

100%

96%

67%

32%

10%

0%

100%

0%

0%

0%

79%

63%

81%

50%

28%

88%

62%

94%

45%

27%

67%

100%

67%

69%

33%

94%

39%

26%

12%

0%

0%

33%

0%

0%

0%

50%

30%

28%

21%

14%

63%

31%

53%

23%

12%

33%

0%

0%

15%

33%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

うち
完了済の
施設数

C
(C/A)

2019

8 7 2020

(67%) (58%) 2021
2022
2023
2019

0 0 2020

(0%) (0%) 2021
2022
2023
2019

6 2 2020

(43%) (14%) 2021
2022
2023
2019

3 1 2020

(50%) (17%) 2021
2022
2023
2019

3 1 2020

(38%) (13%) 2021
2022
2023

14 9
(54%) (35%)

12

措置が
必要な
施設数
Ａ※1

措置に
着手済の
施設数
Ｂ

（B/A）

点検
実施
年度

：措置着手率（B/A）
：措置完了率（C/A）
：想定されるペース※２

合計 26

高速道路
会社

0

地方公共
団体計

14

都道府県・
政令市等

6

市区町村 8

国土
交通省

54%35%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

67%

100%

20%

0%

50%

0%

0%

50%

0%

50%

67%

100%

0%

0%

0%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

33%

0%

20%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

33%

0%

0%

0%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

※1. ２巡目（2019 年度～2023 年度）の点検における判定区分Ⅲ、Ⅳの施設数のうち、点検対象外等となった施設を除く施設数。
※2. 2024 年度末時点で次回点検までの修繕等措置の実施を考慮した場合に想定されるペース。

出典：道路メンテナンス年報（令和7年8月）より作成

○２巡目点検（2019～2023 年度）で早期に措置を講ずるべき状態（区分Ⅲ）又は緊急に措置を講ずるべき状態（区分Ⅳ）と判
定された道路附属物のうち、

修繕等の措置に着手した割合は、  国土交通省管理：６７％、地方公共団体管理：４３％（うち市町村管理：３８％）

修繕が完了した割合は、   国土交通省管理：５８％、地方公共団体管理：１４％（うち市町村管理：１３％） 

２巡目点検で判定区分Ⅲ、Ⅳの道路附属物の修繕等措置の実施状況《九州・大分県》

22

■ 大分県

-22-



修繕が必要な
施設数
Ａ

修繕に
着手済み
の施設数

Ｂ
（B/A）

修繕に
完了済み
の施設数

C
(C/A)

点検実施
年度

0 0
(0%) (0%)

0 0
(0%) (0%)

70 2
(20%) (1%)

0 0
(0%) (0%)

70 2
(27%) (1%)

70 2

(19%) (1%)

高速道路
会社

11

■修繕着手率（B/A）
■修繕完了率（C/A）

国土
交通省

5

合計 370

地方公共
団体計

354

県・
政令市
等

93

市町村 261

0%

0%

20%

0%

27%

0%

0%

1%

0%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2024

2024

2024

2024

2024

19%1%

修繕が必要な
施設数
Ａ

修繕に
着手済み
の施設数

Ｂ
（B/A）

修繕に
完了済み
の施設数

C
(C/A)

点検実施
年度

13 1
(17%) (1%)

1 0
(3%) (0%)

133 8
(13%) (1%)

15 1
(4%) (0%)

118 7
(18%) (1%)

147 9

(13%) (1%)
合計 1,125

地方公共
団体計

1,010

県・
政令市
等

358

市町村 652

高速道路
会社

40

■修繕着手率（B/A）
■修繕完了率（C/A）

国土
交通省

75

17%

3%

13%

4%

18%

1%

0%

1%

0%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2024

2024

2024

2024

2024

13%1%

○3巡目点検（2024年度）で早期に措置を講ずるべき状態（区分Ⅲ）又は緊急に措置を講ずるべき状態（区分Ⅳ）と判定された
橋梁のうち、

修繕等の措置に着手した割合は、  国土交通省管理：０％、地方公共団体管理：２０％（うち市町村管理：２７％）

修繕が完了した割合は、   国土交通省管理：０％、地方公共団体管理：１％（うち市町村管理：１％） 

３巡目点検で判定区分Ⅲ、Ⅳの橋梁の修繕等措置の実施状況≪九州・大分県≫

＜九州＞ ＜大分県＞
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修繕が必要な
施設数
Ａ

修繕に
着手済み
の施設数

Ｂ
（B/A）

修繕に
完了済み
の施設数

C
(C/A)

点検実施
年度

0 0
(0%) (0%)

0 0
(0%) (0%)

0 0
(0%) (0%)

0 0
(0%) (0%)

0 0
(0%) (0%)

0 0

(0%) (0%)

高速道路
会社

0

■修繕着手率（B/A）
■修繕完了率（C/A）

国土
交通省

1

合計 29

地方公共
団体計

28

県・
政令市
等

20

市町村 8

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2024

2024

2024

2024

2024

0%0%

修繕が必要な
施設数
Ａ

修繕に
着手済み
の施設数

Ｂ
（B/A）

修繕に
完了済み
の施設数

C
(C/A)

点検実施
年度

1 0
(33%) (0%)

0 0
(0%) (0%)

3 0
(5%) (0%)

3 0
(7%) (0%)

0 0
(0%) (0%)

4 0

(6%) (0%)

高速道路
会社

1

■修繕着手率（B/A）
■修繕完了率（C/A）

国土
交通省

3

合計 63

地方公共
団体計

59

県・
政令市
等

46

市町村 13

33%

0%

5%

7%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2024

2024

2024

2024

2024

6%0%

○3巡目点検（2024年度）で早期に措置を講ずるべき状態（区分Ⅲ）又は緊急に措置を講ずるべき状態（区分Ⅳ）と判定された
トンネルのうち、

修繕等の措置に着手した割合は、  国土交通省管理：０％、地方公共団体管理：０％（うち市町村管理：０％）

修繕が完了した割合は、   国土交通省管理：０％、地方公共団体管理：０％（うち市町村管理：０％）

３巡目点検で判定区分Ⅲ、Ⅳのトンネルの修繕等措置の実施状況≪九州・大分県≫

＜九州＞ ＜大分県＞
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修繕が必要な
施設数
Ａ

修繕に
着手済み
の施設数

Ｂ
（B/A）

修繕に
完了済み
の施設数

C
(C/A)

点検実施
年度

0 0
(0%) (0%)

0 0
(0%) (0%)

0 0
(0%) (0%)

0 0
(0%) (0%)

0 0
(0%) (0%)

0 0

(0%) (0%)

高速道路
会社

0

■修繕着手率（B/A）
■修繕完了率（C/A）

国土
交通省

4

合計 6

地方公共
団体計

2

県・
政令市
等

1

市町村 1

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2024

2024

2024

2024

2024

0%0%

修繕が必要な
施設数
Ａ

修繕に
着手済み
の施設数

Ｂ
（B/A）

修繕に
完了済み
の施設数

C
(C/A)

点検実施
年度

9 1
(32%) (4%)

0 0
(0%) (0%)

0 0
(0%) (0%)

0 0
(0%) (0%)

0 0
(0%) (0%)

9 1

(18%) (2%)

高速道路
会社

2

■修繕着手率（B/A）
■修繕完了率（C/A）

国土
交通省

28

合計 49

地方公共
団体計

19

県・
政令市
等

16

市町村 3

32%

0%

0%

0%

0%

4%

0%

0%

0%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2024

2024

2024

2024

2024

18%2%

３巡目点検で判定区分Ⅲ、Ⅳの道路附属物の修繕等措置の実施状況≪九州・大分県≫

＜九州＞ ＜大分県＞

○3巡目点検（2024年度）で早期に措置を講ずるべき状態（区分Ⅲ）又は緊急に措置を講ずるべき状態（区分Ⅳ）と判定された
道路附属物のうち、

修繕等の措置に着手した割合は、  国土交通省管理：０％、地方公共団体管理：０％（うち市町村管理：０％）

修繕が完了した割合は、   国土交通省管理：０％、地方公共団体管理：０％（うち市町村管理：０％） 
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Ⅱ.点検及び修繕率向上に向けた
自治体支援について
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１．点検及び修繕率向上に向けた
自治体支援について
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道路メンテナンス事業補助制度

制度概要

対象構造物

道路の点検結果を踏まえ策定される長寿命化修繕計画に基づき実施される
道路メンテナンス事業に対し、計画的かつ集中的な支援を実施するもの

国費：５．５／１０×δ （δ：財政力指数に応じた引上率）

橋梁、トンネル、道路附属物等（横断歩道橋、シェッド、大型カルバート、門型標識）

対象事業 修繕、更新、撤去

地方公共団体は、長寿命化修繕計画（個別施設計画）を策定
橋梁、トンネル、道路附属物等の個別施設毎に記載された計画に位置づけられた
道路メンテナンス事業を支援

国庫債務負担行為を可能とし、効率的な施工（発注）の実施と工事の平準化を図る

※撤去は集約に伴う構造物の撤去や横断する道路施設等の安全の確保のための構造物の撤去、治水効果の高い橋梁の撤去を実施す
るもの

※修繕、更新、撤去の計画的な実施にあたり必要となる点検、計画の策定及び更新を含む
※集約・撤去や新技術等の活用に関する短期的な数値目標及びそのコスト縮減効果を長寿命化修繕計画に記載（R8年度から適用）

優先支援事業

（R７年度）

長寿命化修繕計画

【トンネル】 【道路附属物等】【橋梁】

○○市
橋梁

長寿命化修繕計画
【個別施設計画】
記載内容
・計画全体の方針
・短期的な数値目標及びそ
のコスト縮減効果
・個別の構造物ごとの事項
（諸元、点検結果等）国費率

国庫債務負担行為の活用

事業イメージ
○○市
トンネル

長寿命化修繕計画
【個別施設計画】
記載内容
・計画全体の方針
・短期的な数値目標及びそ
のコスト縮減効果
・個別の構造物ごとの事項
（諸元、点検結果等）

○○市
道路附属物等
長寿命化修繕計画
【個別施設計画】
記載内容
・計画全体の方針
・短期的な数値目標及びそ
のコスト縮減効果
・個別の構造物ごとの事項
（諸元、点検結果等）

・新技術等を活用する事業※1

・長寿命化修繕計画に短期的な数値目標※2及びそのコスト縮減効果を記載した自治体の事業

・ 『地域インフラ群再生戦略マネジメント』※3のモデル地域において広域連携により実施する事業
※1 コスト縮減や事業の効率化等を目的に新技術等を活用する事業のうち、試算などにより効果を明確にしている事業
※2「集約・撤去」または「新技術等の活用」に関する数値目標
※3 広域・複数・多分野のインフラを「群」として捉え、総合的かつ多角的な視点から戦略的に地域のインフラをマネジメントするもの
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道路メンテナンス事業補助制度における優先的な支援（R７年度）

優先支援① 「新技術等の活用促進」

従来 新技術

ボートによる近接目視 点検ロボットカメラによる写真撮影

コスト縮減や事業の効率化等を目的に新技術等を活用する事業のうち、試算な
どにより効果を明確にしている事業

優先支援② 「実効性ある長寿命化修繕計画の策定促進」

優先支援対象

長寿命化修繕計画において「集約・撤去」や「新技術等の活用」に関する短期
的な数値目標及びそのコスト縮減効果を記載した自治体の事業

優先支援対象

背景・概要 今後の維持管理・更新費の増加や将来の人口減少が見込まれる中、老朽化が進行する道路施設に対応するためには、新技術等の活
用促進、実効性のある長寿命化修繕計画の策定促進および『地域インフラ群再生戦略マネジメント』の取組促進を図る必要があることから、道路メン
テナンス事業補助制度において優先的な支援を実施。

令和2年度点検の結果、迂回路が存在し集約が可能と考えられる3橋のうち
判定区分Ⅲとなった1橋について、今後、周辺状況や利用調査を基に、令和
7年度までの集約化・撤去を目指すことで、更新時期を迎える令和17年度ま
でに必要となる費用を約6割程度縮減することを目指します。

集約化・撤去

2025年（令和7年）までの5年間に、定期点検を実施する橋梁3橋については、
長大河川及び水面部、又は高橋脚等の損傷確認で、費用の縮減や事業の
効率化等の効果が見込まれる新技術（あるいは新技術に類する技術）を活
用し、200万円のコスト縮減を目指します。

新技術等
の活用

【新技術等の活用】
（例）
令和7年度までに、管理する橋梁の内
○○橋で新技術を活用し、従来技術
を活用した場合と比較して○千万円の
コスト縮減を目指す。

【集約化・撤去】
（例）
以下の取組を実施することで、令和7年度
までに○○千万円のコスト縮減を目指す
• 令和5年度までに、迂回路が存在し交
通量の少ない○橋の集約化・撤去を目
指す

【記載事例】
具体的な取り組み内容や期間、数値目標の記載

近接･野帳の記入が必要 近接･野帳の記入が不要

・点検ロボットカメラによる写真撮影と画
像処理による損傷図作成

・橋上や地上から損傷の把握が可能で
あり、損傷状況スケッチ・野帳への記入、
損傷図作成に係るコストや施工期間の
縮減、安全性の向上が図られる

※「点検支援技術性能カタログ(案)」に掲載されている技術等の活用

○○市
橋梁

長寿命化修繕計画
【個別施設計画】

記載内容
・計画全体の方針
・短期的な数値目標及びそ
のコスト縮減効果
・個別の構造物ごとの事項
（諸元、点検結果等）

優先支援③ 「 『地域インフラ群再生戦略マネジメント』の取組促進」

優先支援対象

『地域インフラ群再生戦略マネジメント
※1』のモデル地域※2において広域連携
により実施する事業

※1 『地域インフラ群再生戦略マネジメン
ト』（以下、群マネ）とは、広域・複数・多
分野のインフラを「群」として捉え、総合
的かつ多角的な視点から戦略的に地
域のインフラをマネジメントするもの。

※2 群マネの取組を全国的に展開していく
ため、地方公共団体を対象にモデル
地域の公募を行い、令和５年12月1日
に選定された地域。一つの市区町村がリードし、複数市区町村で連携 都道府県がリードし、管内の市区町村と連携
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◇ 地域の防災・減災、安全を実現する「整備計画」に基づく地方主体の次の取組につい
て、基幹的な社会資本整備事業のほか、関連する社会資本整備や効果促進事業を総
合的・一体的に支援。

※ 計画期間 ３～５年
※ 地方公共団体が単独で、又は共同して整備計画を策定
※ 地域の防災性・安全性の向上を測るアウトカム指標を掲げる。

・ 地域における事前防災・減災対策
※ インフラや住宅・建築物の耐震化、堤防・岸壁の緊急対策、避難地や防災拠点等となる都市公園の整備 等

・ 地域における老朽化対策
※ 総点検を踏まえたインフラ長寿命化計画の推進 等

・ 地域における生活空間の安全確保
※ 通学路の交通安全対策、ブロック塀の耐震化、歩道・公園施設等の公共空間のバリアフリー化等

防災 ・安全交付金
令和６年度当初予算： 8,707億円
令和７年度当初予算： 8,470億円

概 要
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防災・安全交付金による集中的支援
【地域における事前防災・減災対策】

防災・安全交付金を活用し、地震・津波や頻発する風水害・土砂災害に対する事前防災・減災対策を
支援。
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住宅・建築物の耐震化

・ 避難路沿道等の住宅・建築物の耐震化
の促進

避難所、劇場等の天井の耐震化 公営住宅の耐震化

▲外付けフレーム耐震補強

○天井脱落の被害事例

音楽ホール体育館

防災・安全交付金による集中的支援
【地域における事前防災・減災対策】

切迫する南海トラフ巨大地震、首都直下地震等の発生時における地震被害の軽減を図るため、防災・安全交
付金を活用し、密集市街地の防災性の向上、住宅・建築物等の耐震化等に対し支援。

エレベーターの安全確保

・ 既設エレベーターの防災対策改修※の支援
※地震時管制運転装置の設置、主要機器の耐震補強措置、
戸開走行保護装置の設置、釣合おもりの脱落防止対策、
主要な支持部分の耐震化、リスタート運転機能の追加、
自動診断・仮復旧運転機能の追加

地震時管制
運転装置の設置

Ｐ波を感知し、
最寄り階に自動
運転し、乗客を
エレベーター外
に避難させる

主要機器の耐震補強措置

（綱車からのロープの
はずれ防止措置の例）

（昇降路内突出物へのロープ
等の絡まり防止措置の例）
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防災・安全交付金を活用し、老朽化した社会資本等の総点検、それを踏まえた緊急対策、長寿命化等
戦略的維持管理・更新の実施を支援。

防災・安全交付金による集中的支援
【地域における老朽化対策】

◆下水道施設の老朽化対策

更生工法
による対策

テレビカメラによる
管路の点検・調査

下水道施設の老朽化対策

都市公園施設の老朽化対策

◆都市公園施設の老朽化対策

施工前 施工後

老朽化した園路の改修緊急対策が必要な施設の例

◆公営住宅等の老朽化対策

老朽化した公営住宅を更新し安全・安心な住宅ストックを確保

建替

公営住宅等の老朽化対策
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防災・安全交付金による集中的支援
【地域における生活空間の安全確保】

防災・安全交付金を活用し、地震時等に著しく危険な密集市街地に関する対策や通学路等の生活空間にお
ける交通安全対策等の実施を支援。

老朽建築物の除却や延焼防止性能の高い建築物への建替え

≪地震時等に著しく危険な密集市街地に関する対策≫ ≪子供の移動経路等の生活空間における交通安全対策≫

延焼を抑制し避難路となる道路や避難場所となる公園・広場等の整備

○災害時にも地域の輸送等を支える道路の整備や防災・減災に資する事業
のうち、早期の効果発現が見込める事業

法面法枠工重要物流道路の代替路や補完路の道路整備

歩道拡幅・ユニバーサルデザイン化

○重要物流道路の脆弱区間の代替路や災害時拠点(備蓄基地・総合病院等)
への補完路として、国土交通大臣が指定した道路の整備事業

⇒ビッグデータを活用した生活道路対策に
対して特に重点的に配分

○通学路交通安全プログラムに基づく
交通安全対策

○未就学児が日常的に集団で移動する
経路における交通安全対策

○鉄道との結節点における歩行空間の
ユニバーサルデザイン化

⇒ナショナルサイクルルートにおける自転車
通行空間整備に対して特に重点的に配分

○地方版自転車活用推進計画に基づく
自転車通行空間整備

自転車通行空間の整備

≪国土強靱化地域計画に基づく事業（防災・減災）≫

雪崩防止柵
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公共施設等適正管理推進事業債（⾧寿命化事業）の概要（道路事業）

地方公共団体において、道路の適正な管理を推進するために実施される地方単独事業につ
いて、地方財政措置を講じるもの

制度概要

対象となる道路事業

インフラ⾧寿命化計画等を踏まえて、補助事業や社会資本整備総合交付金事業と一体として
実施される以下の事業
①舗装の表層に係る補修（例:切削、オーバーレイ、路上再生等）
②小規模構造物の補修・更新
（例:道路照明施設､道路標識､防護柵､防雪柵､側溝､機械設備､小型擁壁､カルバート（大型を除く）等）
③法面・斜面の小規模対策工（例:落石防止柵、植生工、モルタル吹付工、排水工、土留工等）

※簡易アスファルト舗装（全層）を含む

＜舗装のオーバーレイ＞ ＜防護柵の取替＞

※事業費は、一体的に実施する補助事業等と概ね同程度まで＜落石防止柵の取替＞

地方財政措置

起債 90% 一般財源

10%

実質的な地方負担
55~73%

元利償還金に対する
交付税措置30～50%
（財政力に応じて）

充当率90%
元利償還金に対する交付税措置率30~50%
（財政力に応じて）

R４から変更なし
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緊急自然災害防止対策事業債の概要（道路事業）

地方公共団体において、災害の発生予防・拡大防止のために実施される地方単独事業につ
いて、地方財政措置を講じるもの

制度概要

対象となる道路事業

「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」と連携して実施される以下の事業
①道路の法面・盛土の土砂災害防止対策
（例:落石防止柵、植生工、モルタル吹付工、排水工、土留工等）
② 道路施設（小規模構造物等）の予防保全のための対策
（例:防雪柵、側溝、機械設備、小型擁壁等の対策、舗装の表層に係る対策等）
③ 渡河部の橋梁や河川に隣接する道路構造物の流失防止対策
（例:橋梁・道路の洗掘・流失対策）
④ 道路における無停電設備等に関する対策（例:機械設備の整備、道路照明のLED化等）
⑤ 大雪時の車両滞留危険箇所に関する対策（例:防雪施設、消融雪施設、除雪機械等の整備等）

＜落石防止柵の設置＞

起債 100%

地方財政措置

元利償還金に対する
交付税措置70%

実質的な地方負担 30%

充当率100%
元利償還金に対する交付税措置率70%

R４から変更なし
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２．九州地方整備局の自治体支援
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○ 地方公共団体への支援として、要請により緊急的な対応が必要かつ高度な技術力を要する施設につ
いて、地方整備局、国土技術政策総合研究所、土木研究所の職員等で構成する「道路メンテナンス
技術集団」による直轄診断を実施。

○ 診断の結果、診断内容や地域の実情等に応じ、修繕代行事業、道路メンテナンス事業補助等を実施。

R７
年度

樋島大橋（熊本県上天草市） 修繕代行事業

直轄診断・修繕代行について

-38-



直轄診断実施箇所の選定基準

○直轄診断の実施箇所は、以下の①～④の選定基準をすべて満たすものを対象

①当該施設の点検・診断・修繕に関し、複雑な構造を有する場合、劣化損傷の形態
が特異な場合などの理由により高度な技術力等を要すること

例えば、以下のような構造物

・吊り橋、斜張橋、アーチ橋、長大橋等の特殊な構造物・大規模構造物
・急峻な谷間に存在するなど、高度な機械力を要する構造物
・アルカリ骨材反応、塩害、疲労破壊などの損傷が著しく、診断・修繕に高度な
技術力を要する構造物

・建設後５０年以上を経過し、劣化度合いが深刻であるとともに、建設時の設計、
施工方法等の詳細が不明な構造物

②上記に対し、当該地方公共団体の技術力が十分とは言えないこと

③当該施設が社会的に影響の大きな路線に位置するもの

④地方公共団体自らが実施した点検・診断結果を踏まえ、当該施設に関して早期の
対策が必要と判断されること。

3-39-

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
・九州では、呼子大橋で平成27年度に初めての直轄診断を実施しました。

・呼子大橋は、佐賀県北西部の唐津市呼子町にある東松浦半島と加部島を結ぶ全長７２８ｍの海上橋梁

・ＰＣ箱桁橋とＰＣ斜張橋から成り、斜張橋の中央支間は２５０ｍで、平成元年4月に供用し、28年が経過

・主桁及び橋脚のひび割れ、支承部の腐食、斜材ケーブル定着部のカバープレートのボルト脱落などの損傷が見られ、高度な専門技術が求められるPC斜張橋であるため、直轄診断を実施し、唐津市の要請により修繕代行事業に着手しました。

・A1～P3　PC3径間連続ラーメン箱桁橋
・P3～P5　PC2径間連続ラーメン箱桁橋
・P5～A2　PC3径間連続斜張橋（サスペンデット・マルチケーブル方式）



直轄診断・修繕代行（呼子大橋：佐賀）

○佐賀県唐津市が管理する呼子大橋（ＰＣ箱桁橋・ＰＣ斜張橋、橋長７２８ｍ）において、
平成２７年度に九州で初めての直轄診断を実施し、平成２８年度より修繕代行に着手

【呼子大橋の概要】

所在地：佐賀県唐津市呼子町殿之浦
路 線：市道呼子大橋線
供用年：１９８９年（平成元年）

2500001210001100

V.C.L=250000

100

主橋部　494.25m

121000 1150100 100

取付橋部　233.60m

139960 93240100

橋長　727.85m

A2

P7
P6P5P4P3P2P1

A1

側面図
本土側 加部島側

斜張橋部断面図

道路メンテナンス技術集団による現地調査 唐津市副市長等への
調査状況報告

4▲呼子大橋全景写真 -40-

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
・九州では、呼子大橋で平成27年度に初めての直轄診断を実施しました。

・呼子大橋は、佐賀県北西部の唐津市呼子町にある東松浦半島と加部島を結ぶ全長７２８ｍの海上橋梁

・ＰＣ箱桁橋とＰＣ斜張橋から成り、斜張橋の中央支間は２５０ｍで、平成元年4月に供用し、28年が経過

・主桁及び橋脚のひび割れ、支承部の腐食、斜材ケーブル定着部のカバープレートのボルト脱落などの損傷が見られ、高度な専門技術が求められるPC斜張橋であるため、直轄診断を実施し、唐津市の要請により修繕代行事業に着手しました。

・A1～P3　PC3径間連続ラーメン箱桁橋
・P3～P5　PC2径間連続ラーメン箱桁橋
・P5～A2　PC3径間連続斜張橋（サスペンデット・マルチケーブル方式）



直轄診断・修繕代行（天大橋：鹿児島）

○鹿児島県薩摩川内市が管理する天大橋（橋長５１８ｍ）において、平成３０年度に直轄
診断を実施し、令和元年度に修繕代行新規事業化

○令和７年３月に薩摩川内市へ引き渡し完了

側面図

標準断面図至

出
水
市

至 薩摩郡

至 鹿児島市

N

薩摩川内市役所

薩摩川内
消防局

薩摩川内
警察署

天大橋

川内駅

修繕代行事業（P4～P12） L=329m

所在地：鹿児島県薩摩川内市平佐町
路 線：市道 隈之城高城線
供用年：１９８４年（昭和５９年）

▲直轄診断（H31.2.18） ▲上部工（床版下面）の
ひび割れ

▲中央ヒンジ部の垂れ下がり
▲天大橋全景写真 -41-

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
・九州では、呼子大橋で平成27年度に初めての直轄診断を実施しました。

・呼子大橋は、佐賀県北西部の唐津市呼子町にある東松浦半島と加部島を結ぶ全長７２８ｍの海上橋梁

・ＰＣ箱桁橋とＰＣ斜張橋から成り、斜張橋の中央支間は２５０ｍで、平成元年4月に供用し、28年が経過

・主桁及び橋脚のひび割れ、支承部の腐食、斜材ケーブル定着部のカバープレートのボルト脱落などの損傷が見られ、高度な専門技術が求められるPC斜張橋であるため、直轄診断を実施し、唐津市の要請により修繕代行事業に着手しました。

・A1～P3　PC3径間連続ラーメン箱桁橋
・P3～P5　PC2径間連続ラーメン箱桁橋
・P5～A2　PC3径間連続斜張橋（サスペンデット・マルチケーブル方式）



直轄診断・修繕代行（樋島大橋：熊本）

○ 熊本県上天草市が管理する樋島大橋（橋長２９０ｍ）において、
令和７年度より修繕代行新規事業化

側面図

標準断面図

所在地：熊本県上天草市龍ヶ岳町
路 線：市道坊主島下桶川線
供用年：１９７２年（昭和４７年）

▲道路メンテナンス技術集団による現地調査 ▲上天草市長等への
調査状況報告 6

▲樋島大橋全景写真
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
・九州では、呼子大橋で平成27年度に初めての直轄診断を実施しました。

・呼子大橋は、佐賀県北西部の唐津市呼子町にある東松浦半島と加部島を結ぶ全長７２８ｍの海上橋梁

・ＰＣ箱桁橋とＰＣ斜張橋から成り、斜張橋の中央支間は２５０ｍで、平成元年4月に供用し、28年が経過

・主桁及び橋脚のひび割れ、支承部の腐食、斜材ケーブル定着部のカバープレートのボルト脱落などの損傷が見られ、高度な専門技術が求められるPC斜張橋であるため、直轄診断を実施し、唐津市の要請により修繕代行事業に着手しました。

・A1～P3　PC3径間連続ラーメン箱桁橋
・P3～P5　PC2径間連続ラーメン箱桁橋
・P5～A2　PC3径間連続斜張橋（サスペンデット・マルチケーブル方式）



溝橋の定期点検実務講習会の開催について （R1からの継続）

7-43-

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
・道路施設の老朽化の現状を広く知っていただくとともに、今、実施しなければならない老朽化対策の必要性を家庭で話題となるよう親子現場見学会を開催しています。

・橋梁点検車への乗車、打音検査、新技術の操作などを体験してもらい、夏休みの研究材料にもしてもらっています。

・このほか、他の地域の事例では、地域の方々と長寿橋梁を祝う、長寿橋梁式典などを開催し、「大切に長く使う」といった理念の普及にも努めています。



点検支援技術活用講習会の開催について （R1からの継続）

8-44-

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
・道路施設の老朽化の現状を広く知っていただくとともに、今、実施しなければならない老朽化対策の必要性を家庭で話題となるよう親子現場見学会を開催しています。

・橋梁点検車への乗車、打音検査、新技術の操作などを体験してもらい、夏休みの研究材料にもしてもらっています。

・このほか、他の地域の事例では、地域の方々と長寿橋梁を祝う、長寿橋梁式典などを開催し、「大切に長く使う」といった理念の普及にも努めています。



点検支援技術等体験研修会

9

実 施 日：令和６年２月１６日（金）
実施場所：レゾナックドーム大分（大分県大分市）

参 加 者：
行政機関（県・市町村等） ４４名
大分県建設技術センター ５名
測量設計コンサルタンツ協会 ２６名 計７５名

←点検支援技術
の紹介

↑
展示・体験会

研修会

-45-

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
・それからもう１つ、道路インフラの現状及び老朽化対策について、国民や道路利用者の皆様にご理解いただくため、点検の実施状況や結果などを「道路メンテナンス年報」としてとりまとめて公表しています。

・内容は目次に示すとおりで、地域毎のデータ、経年的な変化など、様々な観点から道路の老朽化の実態を把握することができます。詳細は国土交通省のホームページにてご覧いただけます。

・平成２９年８月に、平成２８年度の点検の実施状況や結果などを公表しています。
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